
◎

法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）

抄

（
附
則
第
六
十
八
条
関
係
（
平
成
十
七
年
十
月
一
日
施
行
）
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
退
職
年
金
等
積
立
金
の
額
の
計
算
）

（
退
職
年
金
等
積
立
金
の
額
の
計
算
）

第
八
十
四
条

（
略
）

第
八
十
四
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
退
職
年
金
等
積
立
金
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
の
区

２

前
項
に
規
定
す
る
退
職
年
金
等
積
立
金
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
の
区

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

厚
生
年
金
基
金
契
約
、
確
定
給
付
年
金
資
産
管
理
運
用
契
約
、
確
定
給
付
年

一

厚
生
年
金
基
金
契
約
、
確
定
給
付
年
金
資
産
管
理
運
用
契
約
、
確
定
給
付
年

金
基
金
資
産
運
用
契
約
、
確
定
拠
出
年
金
資
産
管
理
契
約
、
勤
労
者
財
産
形
成

金
基
金
資
産
運
用
契
約
、
確
定
拠
出
年
金
資
産
管
理
契
約
、
勤
労
者
財
産
形
成

給
付
契
約
又
は
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
給
付
契
約
に
係
る
信
託
の
業
務
を
行
う

給
付
契
約
又
は
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
給
付
契
約
に
係
る
信
託
の
業
務
を
行
う

内
国
法
人

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

内
国
法
人

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

イ

各
厚
生
年
金
基
金
契
約
に
つ
き
、
当
該
契
約
に
係
る
信
託
財
産
の
価
額
か

イ

各
厚
生
年
金
基
金
契
約
に
つ
き
、
当
該
契
約
に
係
る
信
託
財
産
の
価
額
か

ら
、
当
該
契
約
に
係
る
厚
生
年
金
基
金
又
は
企
業
年
金
連
合
会
が
厚
生
年
金

ら
、
当
該
契
約
に
係
る
厚
生
年
金
基
金
又
は
厚
生
年
金
基
金
連
合
会
が
厚
生

保
険
法
第
百
三
十
二
条
第
三
項
（
老
齢
年
金
給
付
の
基
準
）
に
規
定
す
る
相

年
金
保
険
法
第
百
三
十
二
条
第
三
項
（
老
齢
年
金
給
付
の
基
準
）
に
規
定
す

当
す
る
水
準
の
給
付
を
行
う
も
の
と
し
た
場
合
に
当
該
給
付
に
充
て
る
た
め

る
相
当
す
る
水
準
の
給
付
を
行
う
も
の
と
し
た
場
合
に
当
該
給
付
に
充
て
る

保
有
す
べ
き
金
額
で
当
該
契
約
に
係
る
も
の
を
控
除
し
た
金
額
と
し
て
政
令

た
め
保
有
す
べ
き
金
額
で
当
該
契
約
に
係
る
も
の
を
控
除
し
た
金
額
と
し
て

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額

ロ
～
ホ

（
略
）

ロ
～
ホ

（
略
）

二

厚
生
年
金
基
金
契
約
、
確
定
給
付
年
金
資
産
管
理
運
用
契
約
、
確
定
給
付
年

二

厚
生
年
金
基
金
契
約
、
確
定
給
付
年
金
資
産
管
理
運
用
契
約
、
確
定
給
付
年

金
基
金
資
産
運
用
契
約
、
確
定
拠
出
年
金
資
産
管
理
契
約
、
勤
労
者
財
産
形
成

金
基
金
資
産
運
用
契
約
、
確
定
拠
出
年
金
資
産
管
理
契
約
、
勤
労
者
財
産
形
成

給
付
契
約
又
は
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
給
付
契
約
に
係
る
生
命
保
険
の
業
務
を

給
付
契
約
又
は
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
給
付
契
約
に
係
る
生
命
保
険
の
業
務
を

行
う
内
国
法
人

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

行
う
内
国
法
人

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額



イ

各
厚
生
年
金
基
金
契
約
に
つ
き
、
当
該
契
約
に
係
る
保
険
業
法
第
百
十
六

イ

各
厚
生
年
金
基
金
契
約
に
つ
き
、
当
該
契
約
に
係
る
保
険
業
法
第
百
十
六

条
第
一
項
（
責
任
準
備
金
）
に
規
定
す
る
責
任
準
備
金
と
し
て
積
み
立
て
ら

条
第
一
項
（
責
任
準
備
金
）
に
規
定
す
る
責
任
準
備
金
と
し
て
積
み
立
て
ら

れ
て
い
る
金
額
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
「
責
任
準
備
金
額
」

れ
て
い
る
金
額
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
「
責
任
準
備
金
額
」

と
い
う
。
）
の
う
ち
保
険
料
積
立
金
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
、
当
該
契
約
に

と
い
う
。
）
の
う
ち
保
険
料
積
立
金
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
、
当
該
契
約
に

係
る
厚
生
年
金
基
金
又
は
企
業
年
金
連
合
会
が
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
三
十

係
る
厚
生
年
金
基
金
又
は
厚
生
年
金
基
金
連
合
会
が
厚
生
年
金
保
険
法
第
百

二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
相
当
す
る
水
準
の
給
付
を
行
う
も
の
と
し
た
場
合

三
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
相
当
す
る
水
準
の
給
付
を
行
う
も
の
と
し
た

に
当
該
給
付
に
充
て
る
た
め
保
有
す
べ
き
金
額
で
当
該
契
約
に
係
る
も
の
を

場
合
に
当
該
給
付
に
充
て
る
た
め
保
有
す
べ
き
金
額
で
当
該
契
約
に
係
る
も

控
除
し
た
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
合

の
を
控
除
し
た
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額

計
額

の
合
計
額

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

三

厚
生
年
金
基
金
契
約
、
確
定
給
付
年
金
資
産
管
理
運
用
契
約
、
確
定
給
付
年

三

厚
生
年
金
基
金
契
約
、
確
定
給
付
年
金
資
産
管
理
運
用
契
約
、
確
定
給
付
年

金
基
金
資
産
運
用
契
約
、
確
定
拠
出
年
金
資
産
管
理
契
約
、
勤
労
者
財
産
形
成

金
基
金
資
産
運
用
契
約
、
確
定
拠
出
年
金
資
産
管
理
契
約
、
勤
労
者
財
産
形
成

給
付
契
約
又
は
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
給
付
契
約
に
係
る
生
命
共
済
の
業
務
（

給
付
契
約
又
は
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
給
付
契
約
に
係
る
生
命
共
済
の
業
務
（

当
該
生
命
共
済
の
業
務
に
係
る
共
済
金
の
支
払
事
由
の
発
生
を
共
済
事
故
と
す

当
該
生
命
共
済
の
業
務
に
係
る
共
済
金
の
支
払
事
由
の
発
生
を
共
済
事
故
と
す

る
共
済
の
業
務
を
含
む
。
）
を
行
う
農
業
協
同
組
合
連
合
会
（
農
業
協
同
組
合

る
共
済
の
業
務
を
含
む
。
）
を
行
う
農
業
協
同
組
合
連
合
会
（
農
業
協
同
組
合

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
十
号
（
共
済
に

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
十
号
（
共
済
に

関
す
る
施
設
）
の
事
業
を
行
う
農
業
協
同
組
合
連
合
会
を
い
う
。
）

次
に
掲

関
す
る
施
設
）
の
事
業
を
行
う
農
業
協
同
組
合
連
合
会
を
い
う
。
）

次
に
掲

げ
る
金
額
の
合
計
額

げ
る
金
額
の
合
計
額

イ

各
厚
生
年
金
基
金
契
約
に
つ
き
、
当
該
契
約
に
係
る
農
業
協
同
組
合
法
第

イ

各
厚
生
年
金
基
金
契
約
に
つ
き
、
当
該
契
約
に
係
る
農
業
協
同
組
合
法
第

十
一
条
の
五
（
共
済
事
業
に
係
る
責
任
準
備
金
）
に
規
定
す
る
責
任
準
備
金

十
一
条
の
五
（
共
済
事
業
に
係
る
責
任
準
備
金
）
に
規
定
す
る
責
任
準
備
金

と
し
て
積
み
立
て
ら
れ
て
い
る
金
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
責
任
準
備

と
し
て
積
み
立
て
ら
れ
て
い
る
金
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
責
任
準
備

金
額
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
共
済
掛
金
積
立
金
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
、
当

金
額
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
共
済
掛
金
積
立
金
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
、
当

該
契
約
に
係
る
厚
生
年
金
基
金
又
は
企
業
年
金
連
合
会
が
厚
生
年
金
保
険
法

該
契
約
に
係
る
厚
生
年
金
基
金
又
は
厚
生
年
金
基
金
連
合
会
が
厚
生
年
金
保

第
百
三
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
相
当
す
る
水
準
の
給
付
を
行
う
も
の
と

険
法
第
百
三
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
相
当
す
る
水
準
の
給
付
を
行
う
も

し
た
場
合
に
当
該
給
付
に
充
て
る
た
め
保
有
す
べ
き
金
額
で
当
該
契
約
に
係

の
と
し
た
場
合
に
当
該
給
付
に
充
て
る
た
め
保
有
す
べ
き
金
額
で
当
該
契
約

る
も
の
を
控
除
し
た
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た

に
係
る
も
の
を
控
除
し
た
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算



金
額
の
合
計
額

し
た
金
額
の
合
計
額

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

五

厚
生
年
金
基
金
契
約
、
確
定
給
付
年
金
基
金
資
産
運
用
契
約
又
は
勤
労
者
財

五

厚
生
年
金
基
金
契
約
、
確
定
給
付
年
金
基
金
資
産
運
用
契
約
又
は
勤
労
者
財

産
形
成
基
金
給
付
契
約
に
係
る
預
貯
金
の
受
入
れ
の
業
務
を
行
う
内
国
法
人

産
形
成
基
金
給
付
契
約
に
係
る
預
貯
金
の
受
入
れ
の
業
務
を
行
う
内
国
法
人

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

イ

各
厚
生
年
金
基
金
契
約
に
つ
き
、
当
該
契
約
に
係
る
預
貯
金
の
額
か
ら
、

イ

各
厚
生
年
金
基
金
契
約
に
つ
き
、
当
該
契
約
に
係
る
預
貯
金
の
額
か
ら
、

当
該
契
約
に
係
る
厚
生
年
金
基
金
又
は
企
業
年
金
連
合
会
が
厚
生
年
金
保
険

当
該
契
約
に
係
る
厚
生
年
金
基
金
又
は
厚
生
年
金
基
金
連
合
会
が
厚
生
年
金

法
第
百
三
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
相
当
す
る
水
準
の
給
付
を
行
う
も
の

保
険
法
第
百
三
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
相
当
す
る
水
準
の
給
付
を
行
う

と
し
た
場
合
に
当
該
給
付
に
充
て
る
た
め
保
有
す
べ
き
金
額
で
当
該
契
約
に

も
の
と
し
た
場
合
に
当
該
給
付
に
充
て
る
た
め
保
有
す
べ
き
金
額
で
当
該
契

係
る
も
の
を
控
除
し
た
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し

約
に
係
る
も
の
を
控
除
し
た
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計

た
金
額
の
合
計
額

算
し
た
金
額
の
合
計
額

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

六

（
略
）

六

（
略
）

七

厚
生
年
金
基
金
契
約
又
は
確
定
給
付
年
金
基
金
資
産
運
用
契
約
に
係
る
有
価

七

厚
生
年
金
基
金
契
約
又
は
確
定
給
付
年
金
基
金
資
産
運
用
契
約
に
係
る
有
価

証
券
の
売
買
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
年
金
給
付
等
積
立
金
又
は
確
定
給
付
年
金

証
券
の
売
買
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
年
金
給
付
等
積
立
金
又
は
確
定
給
付
年
金

積
立
金
の
運
用
及
び
当
該
運
用
に
係
る
年
金
給
付
等
積
立
金
又
は
確
定
給
付
年

積
立
金
の
運
用
及
び
当
該
運
用
に
係
る
年
金
給
付
等
積
立
金
又
は
確
定
給
付
年

金
積
立
金
の
管
理
の
受
託
の
業
務
を
行
う
内
国
法
人

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合

金
積
立
金
の
管
理
の
受
託
の
業
務
を
行
う
内
国
法
人

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合

計
額

計
額

イ

各
厚
生
年
金
基
金
契
約
に
つ
き
、
当
該
契
約
に
係
る
有
価
証
券
そ
の
他
の

イ

各
厚
生
年
金
基
金
契
約
に
つ
き
、
当
該
契
約
に
係
る
有
価
証
券
そ
の
他
の

資
産
の
価
額
か
ら
、
当
該
契
約
に
係
る
厚
生
年
金
基
金
又
は
企
業
年
金
連
合

資
産
の
価
額
か
ら
、
当
該
契
約
に
係
る
厚
生
年
金
基
金
又
は
厚
生
年
金
基
金

会
が
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
三
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
相
当
す
る
水
準

連
合
会
が
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
三
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
相
当
す
る

の
給
付
を
行
う
も
の
と
し
た
場
合
に
当
該
給
付
に
充
て
る
た
め
保
有
す
べ
き

水
準
の
給
付
を
行
う
も
の
と
し
た
場
合
に
当
該
給
付
に
充
て
る
た
め
保
有
す

金
額
で
当
該
契
約
に
係
る
も
の
を
控
除
し
た
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と

べ
き
金
額
で
当
該
契
約
に
係
る
も
の
を
控
除
し
た
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め

こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額

る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）



八

（
略
）

八

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

別
表
第
二

公
益
法
人
等
の
表
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二

公
益
法
人
等
の
表
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

一

次
の
表
に
掲
げ
る
法
人

一

次
の
表
に
掲
げ
る
法
人

名

称

根

拠

法

名

称

根

拠

法

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

企
業
年
金
基
金

確
定
給
付
企
業
年
金
法

企
業
年
金
基
金

確
定
給
付
企
業
年
金
法

企
業
年
金
連
合
会

厚
生
年
金
保
険
法

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

厚
生
年
金
基
金

厚
生
年
金
保
険
法

厚
生
年
金
基
金

厚
生
年
金
保
険
法

厚
生
年
金
基
金
連
合
会

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）


